
本様式は、事業所番号（１０桁）の３桁目が「５」の事業所が使用する様式。

令和３年９月30日までの間における、基本報酬への

1／1,000相当上乗せ単位数の算出方法について（全ての障害福祉サービス等共通）

令和３年４月１日から令和３年９月３０日までの
サービス提供実績に基づく報酬請求について、
基本報酬に＋０．１％（１／１，０００）相当の上
乗せを行う。
（例示は介護給付費・訓練等給付費等明細書だ
が、全ての障害福祉サービス等に共通する内容
である。）

「令和３年９月３０日までの

上乗せ分」の算定対象となる
基本報酬

■令和３年９月３０日までの上乗せ分
サービス別に、基本報酬の合計単位数に０．１％を乗じた単位数を算定する。
（端数処理は四捨五入を原則とし、端数処理により０単位となる明細書については、
１単位の上乗せを行う。）

＜記載例の場合＞
基本報酬の合計単位数（７６５単位） × ０．１％ ＝ ０．７６５ ≒ １（端数処理後）

※特定事業所加算、特別地域加算、同一建物減算、処遇改善加算、処遇改善特別加算、
特定処遇改善加算の計算対象には、「令和３年９月３０日までの上乗せ分」の報酬を含める。


